
た
中
老
。
寛
延
元
年
六
周
廿
一
日
政
吉
徳
の
側
室
健
一
の
方
・
法
茜
だ
拙
劣
で
あ
b
、
正
伯
の
磁
置
も
怪
し
む
一
占
め
る
が
、
貞
享
三
年
十
一
周
弓
七
醸
・
餓
抱
十
四
隊

如
院
が
蹄
凶
の
途
に
上
っ
た
後
、
同
廿
六
日
臆
式
の
一
べ
き
も
の
が
あ
る
。
或
は
鍵
如
院
が
江
戸
を
去
っ
た
一
と
し
、
そ
の
隊
長
た
る
先
弓
頭
は
弓
一
隊
を
、
先
筒

女
中
菊
が
聾
交
替
に
よ
っ
て
議
子
の
受
備
砲
を
し
た
一
機
に
来
じ
て
、
奨
如
院
の
所
生
利
和
を
相
綴
順
位
か
一
一
聞
は
織
飽
二
隊
宛
を
指
揮
し
た
。
こ
れ
先
手
組
は
人

際
、
例
に
よ
っ
て
鏡
子
の
揚
を
試
味
し
た
が
、
滋
臭
茜
一
ら
排
除
し
、
そ
の
弟
童
精
を
推
さ
ん
と
す
る
も
の
一
持
組
に
屈
す
る
も
の
で
、
人
持
組
の
敏
は
七
組
で
あ

だ
し
く
、
日
中
熱
し
て
騰
鍋
す
る
如
ぐ
で
あ
っ
た
。
一
の
、
浅
見
を
強
製
し
て
罪
に
陥
れ
た
の
か
と
も
思
は
一
る
か
ら
、
そ
れ
に
分
回
せ
し
め
る
に
使
な
る
鍛
を
撰

老
女
森
出
之
を
聞
き
、
亦
日
中
に
含
ん
で
吐
き
、
話
一
れ
る
。
後
箆
延
二
年
十
周
廿
一
日
務
は
毛
利
総
次
郎
一
ん
だ
の
で
あ
る
。
大
組
・
中
組
足
睦
の
俸
機
は
平
二

直
の
箇
中
村
正
伯
を
招
い
て
検
せ
し
め
た
所
、
正
伯
一
を
か
の
幽
囚
併
に
謹
は
し
て
、
窃
か
に
浅
尾
を
殺
害
一
十
五
俵
・
小
頭
三
十
五
俵
で
、
先
手
組
は
平
二
十
俵
・

は
備
に
蹟
式
の
騒
擾
を
致
さ
ん
こ
と
を
恐
れ
、
直
に
一
せ
し
め
、
武
出
杢
左
衛
門
・
牧
彦
左
衛
門
之
を
検
屍
一
小
頭
三
十
俄
で
あ
っ
た
。
そ
の
他
測
揚
附
足
瞭
五
十

湯
を
梁
て
錦
子
を
般
投
し
、
森
出
・
菊
二
人
に
治
療
一
し
た
。
椋
史
に
輸
出
屈
を
蛇
貨
の
刑
に
蝿
し
た
と
い
ふ
一
組
・
御
留
国
附
三
組
・
定
番
附
四
組
・
岡
番
附
四
組
・

を
加
へ
、
側
用
人
笛
出
次
太
夫
か
ら
麓
燃
に
上
申
し
一
は
全
く
脱
俗
で
あ
る

0
4
ヘ
ピ
ゼ
メ
蛇
寅
。
一
公
事
場
・
普
請
曾
厨
・
作
事
厨
・
算
用
揚
・
細
工
所
以

た
。
重
県
亦
踊
の
滞
珠
院
に
及
ば
ん
こ
と
を
思
ひ
、
↑
ア
シ
ガ
タ
=
あ
し
が
谷
能
美
郡
左
磯
部
務
の
一
下
諸
奉
行
所
そ
の
他
越
訴
附
の
者
が
あ
っ
て
響
備
若

E
伯
を
召
し
て
善
後
の
磁
世
一
を
講
じ
た
。
浮
珠
院
は
一
南
方
で
大
日
川
に
合
す
る
一
支
流
を
出
す
渓
谷
で
あ
-
し
く
は
雑
務
を
寧
り
、
叉
別
宮
・
木
滑
・
河
原
山
等
凶

先

侯

宗

反

の

生

母

で

、

閲

よ

り

蹟

式

に

民

た

か

ら

で

一

る

。

一

境

の

響

備

に

任

ず

る

者

も

あ

り

、

そ

の

種

類

と

員

数

あ
る
。
越
え
て
七
周
回
目
鹿
式
に
能
柴
を
飽
し
、
重
一
ア
シ
ガ
ル
足
軽
ハ
一
〉
名
稽
|
幕
肘
の
同
心
に
一
と
甚
だ
多
か
っ
た
。

照
臨
み
て
之
を
御
た
が
、
お
次
女
中
の
m
M
子
を
挙
る
一
常
る
。
併
し
加
賀
滞
で
は
足
艦
以
外
別
に
問
心
と
い
一
ア
シ
ガ
ル
ツ
ウ
ヨ
ウ
ロ
ク
足
経
温
考
鍛
潟
本

者
が
留
く
そ
の
府
に
居
な
か
っ
た
聞
に
、
錦
子
の
中
て
ぬ
も
の
も
あ
っ
た
。
足
磁
は
前
回
利
家
の
頃
で
は
、
一
一
加
。
本
章
十
六
傑
附
意
図
十
六
僚
と
し
た
本
と
、

に
鍵
伏
を
呈
し
た
の
で
、
正
伯
は
之
を
織
し
て
又
前
一
御
弓
之
者
・
御
餓
勉
之
者
と
呼
ん
だ
が
、
こ
れ
は
笛
一
本
章
十
七
傑
附
輩
四
十
六
僚
と
し
た
本
と
あ
り
、
文

問
に
同
じ
い
と
い
っ
た
o
後
盛
子
附
近
に
楊
蝋
街
路
一
時
足
輔
の
名
構
が
無
か
っ
た
錆
で
は
な
く
、
別
名
と
一
章
も
彼
是
相
湿
し
て
ゐ
る
が
、
暴
露
間
一
の
醤
を
肢

の
中
老
洩
尾
を
見
た
と
い
ふ
者
が
あ
っ
た
か
ら
、
老
一
見
て
い
L

の
で
あ
ら
う
o

一
編
し
た
も
の
で
あ
る
。
加
賀
藩
に
於
け
る
足
樫
の
種

女
森
凶
は
鞠
閲
し
た
が
貨
を
得
ず
、
之
を
笛
凶
次
太
一
三
一
v
服
務
|
足
般
の
服
装
は
一
万
を
帯
し
て
、
通
常
一
一
類
・
沿
革
・
勤
務
等
一
切
を
記
し
た
も
の
で
、
文
化
二

夫
等
に
交
付
し
た
。
次
太
夫
は
浅
尾
を
識
し
て
臼
一
袴
を
着
附
す
る
こ
と
が
無
く
、
そ
の
武
技
は
弓
銃
を
一
年
十
周
の
日
附
が
あ
る
が
、
著
者
は
静
か
で
な
い
。

〈
、
こ
の
事
懲
ら
く
は
提
如
院
の
指
阿
に
よ
っ
て
汝
一
専
ら
と
す
る
。
穫
し
戦
凶
以
降
の
戦
術
に
於
い
て
弓
一
ア
シ
ガ
ル
ユ
イ
シ
ヨ
キ
足
鰹
由
緒
記

J
カ
ヨ

の
鎚
し
た
加
で
、
若
し
白
放
せ
ば
倒
せ
・
ら
れ
る
者
保
一
銃
の
必
製
最
も
著
大
で
あ
っ
た
が
ら
、
平
土
中
に
射
一
ウ
ア
ジ
ガ
ル
ユ
イ
シ
ヨ
キ
加
鴎
足
騒
同
緒
記
。

如
院
一
人
に
止
る
で
あ
ら
う
が
、
然
ら
ざ
れ
ば
遂
に
一
手
組
・
異
風
組
を
鐙
き
、
叉
趨
卒
に
弓
之
者
・
餓
抱
之
一
ア
シ
ダ
足
駄
加
賀
藩
で
町
人
が
高
足
駄
を
穿

公
事
揚
奉
行
を
し
て
訊
問
せ
し
め
る
に
宝
る
べ
く
、
一
者
を
置
い
て
之
に
鴎
せ
し
め
た
が
、
街
そ
の
撤
第
少
一
つ
こ
と
を
禁
止
し
た
令
は
、
高
治
三
年
七
用
十
日
の

延
き
て
累
を
奨
如
院
厨
・
生
の
公
子
女
に
及
ぼ
す
で
あ
一
で
あ
っ
た
の
で
、
前
出
綱
紀
の
世
に
大
組
・
中
組
・
先
一
町
方
御
定
の
内
に
、
『
惣
而
町
人
上
下
共
、
高
あ
し
だ

ら
う
と
。
浅
尾
乃
ち
挺
如
院
の
委
託
に
よ
っ
て
之
を
一
手
組
を
定
め
て
鋭
模
を
増
大
し
た
。
大
組
は
餓
飽
を
一
は
き
候
儀
御
停
止
。
但
遊
感
蚊
時
分
、
隆
三
削
人
杯

取
へ
て
し
た
こ
と
を
告
げ
、
蹟
式
の
長
選
に
幽
仰
せ
一
挙
る
も
の
で
、
延
貸
二
年
四
周
三
隊
を
置
き
、
大
組
一
周
鎗
候
事
。
』
と
あ
り
、
叉
寛
文
十
・
一
年
正
周
二
十
日

ら
れ
た
。
是
は
七
用
十
一
日
の
こ
と
で
あ
る
。
次
い
一
一
顕
三
人
之
を
都
ゐ
る
。
中
組
は
一
に
持
方
足
磁
と
も
一
の
御
定
書
に
は
、
『
道
掃
除
之
刻
、
あ
し
だ
を
は
き
憾

で
洩
屈
を
鰭
溺
織
に
来
せ
て
金
持
に
法
。
、
十
周
十
一
い
は
れ
、
延
斑
八
年
十
H
三
隊
を
錘
含
、
天
和
中
増
一
出
候
者
有
之
闘
に
候
。
跡
々
よ
り
鹿
島
ベ
之
町
人
は
各

八
日
大
槻
朝
・
苅
の
鶴
邸
に
隣
る
務
の
長
屋
に
禁
銅
し
一
し
て
七
隊
と
し
、
そ
の
中
弓
三
隊
・
餓
飽
四
践
と
し
、
一
刻
、
盤
町
人
共
は
主
人
さ
ヘ
高
あ
し
だ
は
き
候
儀
御

た
。
浅
尾
の
自
白
し
た
事
情
は
前
越
の
如
く
で
あ
る
一
持
弓
顕
三
人
・
持
筒
顕
四
人
之
を
率
ゐ
る
。
叉
先
手
一
停
止
に
候
揺
、
下
人
共
木
麗
・
あ
し
だ
は
き
掃
除
な

が
、
侯
と
海
珠
院
と
を
害
す
る
震
で
あ
れ
ば
、
置
議
一
一
組
は
前
に
弓
之
者
・
織
勉
之
者
と
呼
ば
れ
た
も
の
で
一
ど
仕
候
能
、
沙
故
之
限
候
。
』
と
も
あ
る
。

ア
ν
|ア
ス

ア
シ
ナ
カ
足
牟
草
艇
の
蹄
の
部
分
を
険
い
た

も
の
で
、
加
賀
滞
の
制
で
は
、
近
侍
の
士
が
徒
歩
し

て
藩
侯
に
供
奉
す
る
時
に
之
を
穿
っ
た
。
士
家
の
若

黛
も
亦
之
を
用
ひ
た
。

ア
シ
ナ
カ
マ
チ
芦
中
町
金
棒
泉
新
町
の
う
し

ろ
町
で
足
宇
町
と
書
い
た
こ
と
も
あ
る
。

ア
シ
ョ
ウ
コ
ウ
イ
カ
イ
亙
相
公
選
観
前
悶
利

家
が
施
去
の
前
十
二
日
、
慶
長
四
年
三

n廿
一
日
に

そ
の
夫
人
を
し
て
録
を
採
ら
し
め
、
自
ら
口
授
し
た

遺
言
朕
を
い
ふ
。

ア
シ
ョ
ウ
コ
ウ
オ
ヤ
ワ
豆
相
公
御
夜
話
三
加
。

村
井
長
明
著
。
前
回
利
家
の
直
言
を
、
侯
に
侍
し
た

長
明
が
筆
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
に
隙
議
録
と
い

ふ
は
前
悶
綱
紀
が
奥
へ
た
外
題
で
あ
る
。
そ
の
他
利

家
夜
話
・
高
徳
公
夜
話
・
村
井
又
兵
衛
問
醤
・
加
州
献

納
記
な
ど
L

い
ふ
こ
と
も
あ
り
、
そ
れ
ら
の
醤
は
各

内
容
に
多
少
の
差
越
が
あ
る
。

ア
シ
ョ
ウ
ヨ
ウ
オ
ヤ
ワ
ト
ウ
シ
ヨ
豆
相
公
御
夜

話
頭
書
三
脚
。
有
様
永
貞
著
。
亜
相
公
御
夜
話
の

毎
僚
に
、
朱
に
て
顕
註
を
加
へ
、
某
合
戦
は
某
年
某

用
日
な
ど
L
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
慌
に
之
を
有
制
作

本
の
御
夜
話
と
漉
す
る
。
叉
亜
相
公
御
夜
話
顕
穂
補

註
三
加
は
富
岡
紫
胤
の
著
で
、
有
部
永
貞
の
顕
駐
を

更
に
補
う
た
も
の
で
あ
る
。

ア
ス
カ
ヰ
セ
イ
飛
鳥
井
清
も
と
大
器
寺
の
務

士
で
あ
っ
た
。
請
は
九
谷
陶
器
が
江
沼
郡
特
有
の
物

産
に
し
て
、
共
の
名
法
廷
に
問
え
る
に
拘
ら
ず
漸
次

袋
顕
す
る
を
瑛
じ
、
明
治
十
二
年
石
川
膝
令
千
坂
高

雄
に
説
い
て
、
一
官
金
を
借
受
け
、
塚
谷
洩
・
大
臓
前
七

の
各
自
に
従
事
し
た
こ
窯
を
制
限
り
受
け
て
陶
器
曾
枇

を
創
立
し
、
設
・
請
七
及
び
竹
内
吟
秩
を
陶
工
部
長

と
し
、
浅
井
一
一
地
を
質
工
部
長
と
し
て
大
に
其
の
事

業
を
鏑
張
し
た
。
か
ぐ
て
請
の
統
率
指
導
某
の
宜
し

-圃-
-圃圃.


